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令和５年仙審第１０号 

裁    決 

漁船Ａ漁船Ｂ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

  受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

操縦免許 小型船舶操縦士 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官高橋政章出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

 受審人ｂを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和４年１２月１７日０６時５８分 

 福島県江名港 

２ 船舶の要目 

  船 種 船 名 漁船Ａ            漁船Ｂ 
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  総 ト ン 数 １.１トン           １.１トン 

  登 録 長 ７.２７メートル        ７.２７メートル 

  機 関 の 種 類 ディーゼル機関      ディーゼル機関 

   出 力  ６９キロワット 

     漁船法馬力数                 ７７キロワット 

３ 事実の経過 

  Ａは、船体中央やや後方に操縦区画を設け、同区画中央に舵輪、左

舷側に磁気コンパス、右舷側に機関遠隔操縦装置、舵輪前方の棚に左

舷側からＧＰＳプロッター、レーダー及び魚群探知機をそれぞれ備え

た沿岸くろまぐろ一本釣り漁業に従事するＦＲＰ製漁船で、ａ受審人

ほか１人が乗り組み、操業の目的で、船首０.４メートル船尾０.９メ

ートルの喫水をもって、令和４年１２月１７日０６時５３分江名港の

第１船だまりを発し、同県塩屋埼東方沖合の漁場に向かった。 

  ａ受審人は、乗組員を船首甲板で操業の準備作業に当たらせ、自ら

は舵輪後方に立って操船に当たり、江名港の東内防波堤先端沖合に至

ったのち同沖合を東行し、０６時５６分半僅か前江名港東防波堤南灯

台（以下「江名東灯台」という。）から３０４.５度（真方位、以下

同じ。）６３０メートルの地点で、針路を１３３度に定め、１０.０

ノットの速力（対地速力、以下同じ。）で、手動操舵によって進行し

た。 

  定針したとき、ａ受審人は、右舷船首３度３３０メートルのところ

に、Ｂを視認することができ、その後、同船を追い越し、衝突のおそ

れがある態勢で接近する状況であったが、前路を一見しただけで航行

の支障となる他船はいないものと思い、見張りを十分に行わなかった

ので、このことに気付かなかった。 

  ａ受審人は、救命胴衣を着用していないことに気付いたことから、
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同胴衣の着用を始め、Ｂを確実に追い越し、かつ、同船から十分に遠

ざかるまでＢの進路を避けないで続航し、０６時５８分江名東灯台か

ら２８１.５度１８０メートルの地点において、Ａは、原針路及び原

速力で、その船首が、Ｂの船尾左舷に左舷後方から６度の角度で衝突

した。 

  当時、天候は曇りで風力２の北北東風が吹き、潮候は上げ潮の中央

期に当たり、視界は良好であった。 

  また、Ｂは、船体中央やや後方に操縦区画を設け、同区画中央に舵

輪、左舷側壁に機関遠隔操縦装置、舵輪前方の棚にＧＰＳプロッター

３台及びレーダー、舵輪後方に椅子をそれぞれ備えた一本釣り漁業に

従事するＦＲＰ製漁船で、ｂ受審人が１人で乗り組み、操業の目的で、

船首０.４メートル船尾０.９メートルの喫水をもって、同日０６時 

５１分江名港の第１船だまりを発し、同港の南防波堤周辺の漁場に向

かった。 

  ところで、Ｂが行う一本釣り漁は、ひらめ引き釣り漁と称し、椅子

の左舷横に備えた電動リールから潜行板と疑似餌を取り付けた釣り糸

を約２０メートル海中に延出し、椅子に腰を掛け、手動操舵によって

約３ノットの速力で引くもので、同船の操縦性能を制限するものでは

なかった。 

  ｂ受審人は、江名港を南下して前示漁場に到着し、０６時５６分半

少し前江名東灯台から２９３.５度３３０メートルの地点で、船尾か

ら釣り糸を出して針路を１２７度に定め、機関を回転数毎分９００に

掛けて３.０ノットの速力で、手動操舵によって進行した。 

  ｂ受審人は、０６時５６分半僅か前江名東灯台から２９３度３１０

メートルの地点に達したとき、右舷船尾９度３３０メートルのところ

に、Ａを視認することができ、その後、同船が自船を追い越し、衝突
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のおそれがある態勢で接近する状況であったが、後方から接近する他

船が自船を避けるものと思い、見張りを十分に行わなかったので、こ

のことに気付かずに続航した。 

  こうして、ｂ受審人は、避航を促す音響信号を行わず、間近に接近

しても衝突を避けるための協力動作をとらずに進行し、０６時５８分

僅か前至近に迫ったＡを認めたものの、どうすることもできず、Ｂは、

原針路及び原速力で、前示のとおり衝突した。 

  衝突の結果、Ａは、船首外板に擦過傷を生じ、Ｂは、船尾外板に亀

裂等を生じたものの、のち修理され、ｂ受審人が頭部挫創等を負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、港則法が適用される江名港において、東行中のＡと漁具をえ

い航しながら東行中のＢとが衝突したもので、同法第３５条漁ろうの制

限の適用が考えられるが、沖防波堤と南防波堤間の可航幅が約１００メ

ートルあること及びＡ、Ｂ両船の大きさから、同船が行っていた引き釣

り漁がＡの航行の妨げになっていたとは認められないことから、同条の

適用はない。 

 港則法には、本件に適用することができる他の規定がないことから、

一般法である海上衝突予防法（以下「予防法」という。）が適用される

こととなる。 

 Ｂがえい航していた漁具は、同船の操縦性能を制限するものではない

ことから、予防法第１８条の各種船舶間の航法の適用はなく、本件当時、

両船は互いに視野の内にあり、ＡがＢの正横後２２度３０分を超える位

置から、同船を追い越す態勢で接近したもので、Ａが避航義務を、Ｂが

針路及び速力の保持並びに避航を促す音響信号及び協力動作履行の各義

務を果たすのに十分な時間的、距離的余裕があったものと認められる。 
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 したがって、本件は、同法第１３条の追い越し船の航法によって律す

るのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、江名港において、Ｂを追い越すＡが、見張り不十分で、

Ｂを確実に追い越し、かつ、同船から十分に遠ざかるまでその進路を避

けなかったことによって発生したが、Ｂが、見張り不十分で、避航を促

す音響信号を行わず、衝突を避けるための協力動作をとらなかったこと

も一因をなすものである。 

 ａ受審人は、江名港において、東行する場合、前路の他船を見落とす

ことがないよう、見張りを十分に行うべき注意義務があった。ところが、

同人は、前路を一見しただけで航行の支障となる他船はいないものと思

い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船が追い越し、

衝突のおそれがある態勢で接近するＢに気付かず、同船を確実に追い越

し、かつ、Ｂから十分に遠ざかるまでその進路を避けることなく進行し

て衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに損傷を生じさせ、ｂ受審人を負

傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

 ｂ受審人は、江名港において、漁具をえい航しながら東行する場合、

接近する他船を見落とすことがないよう、見張りを十分に行うべき注意

義務があった。ところが、同人は、後方から接近する他船が自船を避け

るものと思い、見張りを十分に行わなかった職務上の過失により、自船

を追い越し、衝突のおそれがある態勢で接近するＡに気付かず、同船に

対して避航を促す音響信号を行わず、間近に接近しても衝突を避けるた
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めの協力動作をとらずに進行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船それぞれに

損傷を生じさせ、自身が負傷するに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

  

   令和６年３月２６日 

     仙台地方海難審判所 

          審 判 官  植  松     正 

 

 


